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年

金

◆
学
生
納
付
特
例
制
度
の
申
請
に

つ
い
て

◆
国
民
年
金
保
険
料
額
の
改
正
に

つ
い
て

◆
お
得
な
『
前
納
制
度
』
に
つ
い
て

災害お見舞い
ありがとうございました

義

援

金
（
受
付
順
）

　
２
月
14
日
か
ら
３
月
16
日
ま
で

の
役
場
受
付
分
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。
（
敬
称
略
）

お

知

ら

せ

◆
軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て

◆
４
月
は 

学
・
遠 

保
険
証
の
手

続
き
を
！

　
４
月
は
、
軽
自
動
車
税
の
納
期

で
す
が
、
身
体
障
害
者
手
帳
・
戦

傷
病
者
手
帳
・
精
神
障
害
者
福
祉

手
帳
及
び
療
育
手
帳
の
い
ず
れ
か

の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
や
身
障

者
用
構
造
改
造
車
の
所
有
者
は
、

一
定
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、

申
請
に
よ
っ
て
当
該
年
度
に
お
け

る
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
減
免
申
請
は
、
納
付
書
と
一
緒

に
身
障
者
手
帳
等
・
運
転
免
許
証
・

車
検
証
・
印
鑑
を
持
っ
て
、
４
月

２４
日
（
火
）
ま
で
に
左
記
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
請
場
所

　
本
庁
税
務
課
町
民
税
係

　
　
　
　
　
　
　
内
線
２
１
１
２

�

鶴
田
総
合
支
所
税
務
係
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
内
線
４
２
１
４

　
薩
摩
総
合
支
所
税
務
係

　
　
　
　
　
　
　
内
線
６
１
１
４

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
が
、
就
学
な
ど
に
よ
り
町
を

離
れ
る
場
合
は
、
申
請
す
る
と
特

別
に 

学
・
遠 

の
保
険
証
の
交
付

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
現
在 

学
・
遠 

保
険
証
を
お
持
ち
の
方

で
、
更
新
手
続
き
、
ま
た
は
卒
業

な
ど
に
よ
り
保
険
証
を
返
還
す
る

場
合
は
、
４
月
中
に
本
庁
・
各
総

合
支
所
町
民
係
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

※
更
新
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
、

８
月
の
保
険
証
切
替
え
時
に
公
民

会
交
付
が
で
き
ま
せ
ん
。

○
新
規
・
更
新
手
続
き
に
必
要
な

も
の

　
在
学
証
明
書
又
は
在
園
証
明
書

　
（
４
月
１
日
以
降
の
証
明
分
）
、

　
印
鑑

○
返
還
手
続
き
に
必
要
な
も
の
　

　 

学
・
遠 

保
険
証
、
印
鑑
　

◎
問
い
合
わ
せ
先
　
　

　
本
庁
健
康
増
進
課

　
　
　
保
険
係
　
内
線
２
１
４
１

　
平
成
１９
年
４
月
か
ら
平
成
２０
年

３
月
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、

月
２
４
０
円
引
き
上
げ
ら
れ
月
額

１
４
，

  

１
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

�

こ
れ
は
、
年
金
を
支
え
る
力
と

給
付
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
の

も
の
で
す
。

�

国
民
年
金
保
険
料
を
、
納
付
期

限
が
く
る
前
に
納
付
書
で
ま
と
め

て
納
め
る
と
割
引
が
受
け
ら
れ
る

『
前
納
制
度
』
が
あ
り
ま
す
。

　
４
月
中
に
１
年
分
を
ま
と
め
て

納
め
る
と
３
，

  

０
０
０
円
、
半
年

分
を
ま
と
め
て
納
め
る
と
、
６
９

０
円
の
割
引
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
４
月
中
に
１
年
分
ま
た
は
半
年

分
を
納
め
る
と
き
は
、
「
納
付
案

内
書
」
に
入
っ
て
い
る
専
用
の
納

付
書
を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
『
前
納
』
は
、
納
め
忘
れ
も
な

く
、
し
か
も
お
得
で
す
。

　
平
成
１９
年
度
（
平
成
１９
年
４
月

～
平
成
２０
年
３
月
）
の
『
学
生
納

付
特
例
制
度
申
請
』
の
受
付
を
開

始
し
ま
す
。

�

２０
歳
に
な
る
と
、
学
生
で
も
国

民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
学
生
本

人
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の

場
合
、
在
学
中
の
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
る
『
学
生
納
付
特
例

制
度
』
を
利
用
で
き
ま
す
。

　
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
、
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
、
障
害

や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が

起
こ
っ
た
場
合
に
も
障
害
・
遺
族

の
各
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。 

○
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
学
生
証
の
写
し
ま
た
は
在
学
証

明
書
の
原
本
（
平
成
１９
年
４
月
以

降
に
発
行
さ
れ
た
も
の
）

・
印
鑑

※
『
学
生
納
付
特
例
制
度
』
は
毎

年
度
申
請
が
必
要
で
す
。

※
免
除
申
請
（
学
生
納
付
特
例
以

外
）
の
平
成
１９
年
度
分
（
平
成
１９

年
７
月
～
平
成
２０
年
６
月
）
の
受

付
は
７
月
以
降
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

�

町
民
課
町
民
係
　
内
線
２
１
２
５

年 金 相 談
　年金資格や受給手続きなどについての『年金相

談所』を開設します。

�相談には，川内社会保険事務所の職員が応じま

すので，質問や相談などがありましたら，この機

会を是非ご利用ください。

○日時　４月２４日（火） 午前10時～午後３時

○場所　宮之城ひまわり館『たすけあい』

今 月 の 納 税
国民健康保険税 第１期

介 護 保 険 料 第１期

軽 自 動 車 税 全 期

納期限　５月１日
※納税は便利で確実な口座振替制度
をご利用ください。

鶴
田
小
学
校
、
宮
之
城
農
業
高
校

農
業
ク
ラ
ブ
、
宮
之
城
農
業
高
校

３
Ａ
、
鹿
児
島
実
業
高
等
学
校
、

丸
山
サ
チ
エ�

２月1４日～３月１６日受付分　９６，１７９円

義援金総額　５８,９２１,６７８円（３月１６日現在）

く
ら
し
の
情
報


